
事業概要シート
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【事業の目的・概要・対象】

【背景】

2,768 千円

2,426 ≫千円

国庫支出金 1,066 千円
県支出金 533 千円
地方債 0 千円
その他 0 千円

一般財源 1,169 千円

担当課 福祉保健部　長寿介護課 課長 浦山　聡

担当者 川添　太介 問合せ先 0957-20-7301（内線111）

施策 0603
高齢者を地域で支える体制の
整備

≪≫の金額　現年度当初・補正予算、前年度繰越額の合計
　　　　　　※補正予算要求時は今回の補正予算額を除く
　　　　　　※次年度予算要求時は次年度繰越額を除く

事業名 成年後見制度(高齢者)利用支援事業 現状維持 予算額

事業期間 平成21年度 ～ 財
源
内
訳

根拠法令
要綱等

大村市成年後見制度利用支援事業実施要綱

　高齢化が進むにつれ認知症高齢者等が増加していることに加え、成年後見制度利用促進法に基づく成年後見
制度利用促進基本計画が平成29年3月に閣議決定されたことを受け、成年後見制度の利用促進を図る体制整備
が求められている。
　現に大村市では平成21年度から成年後見制度利用支援事業を実施しており、平成29年度までは身寄りがいな
いことから申立てすることが困難な高齢者のみを対象としていたが、平成30年度からは身寄りの有無に関わら
ず、生活困窮から成年後見制度の利用が難しい者に対しても助成を行うよう対象者の拡充を図っている。

◆事業の目的
　市内に居住する判断能力が不十分な認知症等高齢者における成年後見制度の利用を支援し、対象者の生活面
における自立の援助、自己決定の尊重及び権利の擁護を図る。
◆事業の概要
　長寿介護課は民生委員や関係機関等から要請を受け、対象者の状況調査及び親族調査を実施し、必要と認め
られる場合に、成年後見、保佐、補助の開始等の審判の市長申立てを行う。加えて生活保護受給者及びこれに
準ずる者に対し成年後見、保佐、補助開始等の審判の申立てに要する経費、印紙代、切手及び診断書料などの
助成及び成年後見人等の報酬の全部又は一部を助成する。また、成年後見制度の広報のため本制度のパンフ
レットなどを用いて、普及啓発を図る。
◆対象
　判断能力の低下により課題を抱える若しくはその可能性がある高齢者又は申立人。成年後見制度の利用が必
要であるが、身寄りがおらず申立人の不在により申立てが困難な高齢者、生活保護受給者及びこれに準ずる者
であることから、申立費用及び報酬を支払うことができず成年後見制度の利用に至らない者を対象とする。
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【活動指標】

①

②

【成果指標】

①

②

【予算・決算】（千円）

指標名 単位
R2

(実績)
R3

(計画)
R4

(計画)
R5

(計画)
R6

(計画)

市長申立件数 計画値 件 1 2 2 2 2

申立費用助成件数 計画値 件 0 2 1 1 1

指標名 単位
R2

(実績)
R3

(計画)
R4

(計画)
R5

(計画)
R6

(計画)

報酬助成件数 計画値 件 9 9 11 11 11

計画値

事業費は当初・繰越・補正予算の合計額

年度 R1 R2 R3 R4 R5 R6 合計
事業費 1,508 1,393 2,426 2,768 2,768 2,768 13,631

国庫支出金 578 674 934 1,066 1,066 1,066 5,384
県支出金 289 268 467 533 533 533 2,623
地方債 0 0 0 0 0 0 0
その他 5 0 0 0 0 0 5

一般財源 636 451 1,025 1,169 1,169 1,169 5,619
人件費 2,055 1,246 2,186 2,186 2,186 2,186 12,043

職員(人) 0.26人 0.17人 0.30人 0.30人 0.30人 0.30人 1.63人
時間外勤務(h) 82h 5h 2h 2h 2h 2h 95h
会計年度任用職員(人) 0.00人

フルコスト 3,563 2,639 4,612 4,954 4,954 4,954 25,674

妥当性
(市の関与)

　認知症等により判断能力が不十分となった高齢者が、以前と同様に住みなれた場所での生
活を可能とする手段の１つである本事業は、地域包括ケアシステムの構築の観点からも市が
実施主体となることは妥当である。

有効性
(施策貢献度)

　成年後見人の選任により利用者の生活の利便を向上させるとともに、選任に至るまでの早
期介入･早期利用が可能となり、判断能力の低下による生活における課題の重度化を防ぐこ
とが可能となる。

効率性
(コスト)

　本事業は成年後見制度の利用が困難な低所得者を中心に助成していることなど、必要最低
限の経費を計上しているため、コスト削減の余地はない。

1次評価 担当者記載のとおり

2次評価 1次評価のとおり


